
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
）

一

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲

げ
る
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例

２

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
又
は
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利

便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

全
て
の
給
料
表
に
つ
い
て
、
初
任
給
及
び
若
年
層
の
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２

諸
手
当
の
改
定

㈠

住
居
手
当
に
つ
い
て
、
月
額
一
万
四
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
に
同
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
に
改
め
、
職
員
が
自
ら
居
住
す
る
た
め
の
借
家
・
借
間
に
係
る
同
手
当
の
支

給
月
額
は
、
月
額
二
万
五
千
円
以
下
の
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
家
賃
の
月

額
か
ら
一
万
四
千
円
を
控
除
し
た
額
と
し
、
月
額
二
万
五
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
っ
て
い

る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
家
賃
の
月
額
か
ら
二
万
五
千
円
を
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一
（
そ
の
控

除
し
た
額
の
二
分
の
一
が
一
万
七
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
万
七
千
円
）
を
一
万
千
円
に
加

算
し
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈡

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
九
十
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に

あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
十
七
・
五
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

㈢

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
九
十
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て

は
、
百
分
の
百
十
五
）
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
九
十
五
（
特
定
幹
部

職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
十
五
）
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
給
料
表
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
給
料
表

の
給
料
月
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

期
末
手
当
の
改
定

㈠

十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
二
・
五
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

㈡

六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百

七
十
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
２
の
㈠
及
び
㈢
並
び

に
二
の
２
の
㈡
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



２

一
の
１
及
び
二
の
１
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
、
一
の
２
の
㈡
及
び
二
の
２

の
㈠
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）

一

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
二
・
五
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
た
。

二

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給

割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

三

給
料
月
額
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
四
月
か
ら
令
和
三
年
三
月
ま
で
の
間
、
知
事
に
あ
っ
て
は
百
分

の
二
十
五
を
、
副
知
事
に
あ
っ
て
は
百
分
の
十
を
、
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
を
、

企
業
局
長
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
を
減
じ
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
は
、
令

和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

社
会
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）

一

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）

一

卸
売
市
場
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備

１

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

㈠

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例

㈡

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

２

徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
た
。

三

一
の
１
の
㈠
及
び
２
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
畜
産
関
係
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八
号
）

一

家
畜
診
療
業
務
に
係
る
初
診
料
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

一
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）

一

建
築
士
法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
の
免
許

２

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

二

建
築
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
の
１
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
号
）

一

題
名
を
「
徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
等
を
徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
（
以
下
「
流
域
下
水
道
事
業
」
と



い
う
。
）
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

流
域
下
水
道
事
業
に
関
し
、
予
算
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
産
の
取
得
及
び
処
分
、
議
会

の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
並
び
に
議
会
の
議
決
を
要
す
る
負
担
付
き
の
寄
附
の
受
領
等

２

流
域
下
水
道
事
業
の
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
の
う
ち
、
会
計
管
理
者
に
行
わ
せ
る
事
項

３

流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
作
成
に
関
す
る
事
項

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
一
号
）

一

学
校
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
与
改
定

と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号
）

一

警
察
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
与
改
定

と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。


